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引き続きご協力

をお願いします 「感染リスクが高まる５つの場面」
に気を付けましょう

全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大しています。

国の新型コロナウイルス感染症対策分科会が

政府に提言した「感染リスクが高まる５つの場面」に

気を付けて感染を防ぎましょう。

【�問い合わせ】�本館新型コロナウイルス感染症対策室（☎29-5275）

�
◦
�飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が

低下。聴覚が鈍くなり、大きな声になりやすい

◦�敷居などで区切られている狭い空間に長時間、

大人数が滞在すると感染リスクが高まる◦
�回し飲みや箸などの共用が感染リスクを高める

場面①　飲酒を伴う懇親会など

場面②　大人数や長時間に及ぶ飲食
�

◦
�

▲

長時間に及ぶ飲食

▲

接待を伴う飲食

▲

深夜の

はしご酒ーでは、短時間の食事に比べて、感染

リスクが高まる◦
�大人数（例えば５人以上）の飲食では、大声にな

り飛
ひ ま つ

沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高

まる

場面③　マスクなしでの会話

�

◦
�マスクなしに近距離で会話することで、飛沫感

染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる◦
�マスクなしでの感染例としては、昼カラオケな

どでの事例が確認されている

◦車やバスで移動する際の車中でも注意が必要

場面④　狭い空間での共同生活
�

◦
�狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖

空間が共有されるため、感染リスクが高まる◦
�寮の部屋やトイレなど、共有部分での感染が疑

われる事例が報告されている

場面⑤　居場所の切り替わり
�◦�仕事での休憩時間に入ったときなど、居場所が

切り替わると気の緩みや環境の変化により、感

染リスクが高まることがある

◦�休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事

例が確認されている
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会食時に

注意したいポイント「感染リスクを下げながら会食を
楽しむ工夫」の実践をお願いします

※�従業員の体調管理やマスク着用、席ごとの

アクリル板の効果的な設置、換気と組み合

わせた適切な扇風機の利用など

〇 �お店を利用する人に対して、左記の「お店

を利用する皆さんへ」の順守や、接触確認

アプリ（COCOA）の利用を働き掛ける

飲酒の場面も含めて、全ての場面で引き続き

守っていただきたいこと

〇 �基本は、マスク着用や３密回避。室内では、

換気を良くする

〇集まりは、少人数・短時間にする

〇大声を出さず会話はできるだけ静かに

〇�共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール

消毒の徹底

お店を利用する皆さんへ

〇�お酒を飲む場合は

　�

▲

少人数・短時間で

▲

なるべく普段一緒に

いる人と

▲

深酒・はしご酒などは控え、適

度な酒量で

〇箸やコップの使い回しをしない

� 〇 �席の配置は斜め向かいに（正面や真横はな

るべく避ける）

※�食事の際に、正面や真横に座った場合には

感染したが、斜め向かいに座った場合には

感染しなかったとの報告事例がある

〇会話するときはなるべくマスク着用

※�フェースシールドなどは、マスクに比べ効

果が弱いことに留意

〇 �換気が適切にされているなど、感染症ガイ

ドラインを順守したお店を利用

〇体調が悪い人は参加しない

お店を経営する皆さんへ

〇 �感染症ガイドラインの順守を

【�問い合わせ】�本館新型コロナウイルス感

染症対策室（☎29-5275）

イベント中止などに伴う準備経費
支援金を支給しています

ては、詳細が決定次第お知らせします
■�申請期限　１月25日（月）

■�申請方法　申請書に必要事項を記入の上、▲

イベント準備に要した経費が確認できる

書類

▲

支援金の額から除かれる経費などが

確認できる書類

▲

中止・延期したイベント

の内容が確認できる書類（企画書、チラシ、

パンフレットなど）ーを添えて、下記へ郵

送で提出
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　市では、感染症拡大防止策として実施した

市施設の休館や利用制限に伴い、中止・延期

したイベントの準備経費を支援しています。

　

■�対象　次の要件を全て満たす人

　�

▲

市施設の休館や利用制限に伴い、市施設

で実施を予定していたイベント（３月２日～

12月31日）を中止・延期した人

▲

当該イベン

トの準備に要した経費がある人

※�国・県・市が構成団体となっている場合や、
国・県・市から補助金・負担金などの交付を受
けている場合は対象外　�

■�補助対象経費　広告宣伝費、会場使用料、

印刷費、郵便料、物品購入費など

※�各種団体の助成金などを除く。中止などに
より支払われる保険金や今後のイベントで
利用できるものの費用を差し引いた額が対
象

■�補助上限額　１イベント当たり20万円

■�補助対象期間　３月２日（月）～12月31日（木）

※�１月以降に開催予定のイベントの申請につい

【�問い合わせ・申請】�本館観光課（〒025-8601�

花城町9-30�緯41-3542)

＊�申請様式などは、市ホーム
ページに掲載しています

１イベント

上限20万
円

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ


